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４月の行事 

日付 曜 内容 時間 場所 

6 日～15 日 春の交通安全県民運動 

６日 火 老人クラブ役員会 １８：３０～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

６日 火 狂犬病予防接種 

１０：００～１０：３０ 馬蛤潟公民館 

１１：００～１１：３０ 井野尾公民館 

１３：００～１３：３０ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

７日 水 子ども会臨時代議員会 １９：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

９日 金 
町区長・生産組合長就退任式 １４：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

町区長会・生産組合長会 １４：３０～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

１０日 土 民生委員・児童委員定例会 １８：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

１２日 月 町スポーツ協会理事総会 １９：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

１３日 火 交通安全広報 ７：００～ 町内 

１５日 木 ぶっくん巡回日 １１：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

１６日 金 子ども会総会 １９：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

２８日 水 スポーツ協会常任委員会 １９：００～ 波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

波多津コミュニティセンター 職員異動のお知らせ 

令和３年４月１日付けで波多津コミュニティセンター職員の異動がありました。 

センター長    【新】桑本成司  【退職】古賀恭二 

会計年度任用職員 【新】池田里江  【退職】小杉いつ子 

よろしくお願いします！ 

波多津町デジタルアーカイブを公開します 

令和３年２月から３月にかけてセンターで実施した「昭和の波多津」写真

展につきましては、多数ご来場いただきありがとうございました。 

見に来れなかった方や町出身で市外在住の方達のために、展示した写真を伊

万里市公式ホームページの波多津コミュニティセンターページで公開します。

ぜひこちらもご覧ください。 

また、これを機に「波多津町デジタルアーカイブ」として、過去の資料や

写真、地域の風習などをデジタル化してこちらに保存していきます。地域の風

習や後世に残すべき資料をこちらに掲載していきますので、町民の皆様のご自

宅に眠る古い写真や資料などがありましたら、センターまでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ホームページ→コミュニティセンター・市民活動→波多津コミュニティセン

ターのページから「波多津町デジタルアーカイブ」を見ることができます。 

 
明るいまちづくり基金へご寄附ありがとうございました 
小杉 明義 様（福岡県）亡母 小杉 俊子 様の香典返しとして 

松尾 忠夫 様（中山区）亡妻 松尾 サエ子 様の香典返しとして 

町の人口 

男性 995(+2) 

女性 1,042(-2) 

計 2,037(±0) 

「昭和の波多津」 

写真展 

写真資料集 音声・映像資料集 

各地区の風習 



飼い犬の狂犬病予防注射を受けましょう 

新たに犬を飼われた方の登録も受け付けます。 

料金：予防注射のみ 3,２50 円 登録+予防注射 6,２50 円 

日 時 会 場 時 間 

４月６日(火) 馬蛤潟公民館 １０:００～１０:３０ 

〃 井野尾公民館 １１:００～１１:３０ 

〃 波多津コミュニティセンター １３:００～１３:３０ 

５月１８日(火) 波多津コミュニティセンター １２:００～１２:３０ 

６月３日(木) 波多津コミュニティセンター １３:００～１３:３０ 

               問合先：市役所 環境課 ２３－２１４４ 

春の交通安全県民運動が実施されます！ 

◎期間：４月６日(火)～１５日(木)１０日間 

 

◎運動のスローガン 

「守ろう交通ルール 高めよう交通マナー」 

「やめよう！佐賀のよかろうもん運転」 

 

◎重点事項 

・子どもをはじめとする歩行者の安全確保 

・高齢者等の安全運転の励行 

・自転車の安全利用の推進 

・「よかろうもん運転」の根絶 

 

波多津町交通対策協議会の取り組み 

また、４月 1３日（火）に波多津小学校新一年生が入学式後初めて登校する

時間にあわせ、交通安全広報を行います。 

 

 

 

消防北分署からのお知らせ 

【野外焼却は法律で原則禁じられています】 

・野外焼却を行うと、300℃程度の低い温度での焼却となることから、 

 燃やすものによっては、毒性の強いダイオキシンの発生原因となります。 

 また、住宅付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり、洗濯物につ 

いたりと周辺の環境生活にも悪影響を及ぼすことから法令により原則禁 

止されています。 
 
◇例外が認められているもの 

 ・少量の落ち葉等の軽微な焼却 

 ・宗教上の行事（しめ縄等）での焼却 

 ・河川管理者が管理を行うための草木の焼却 

 ・農家が行う稲ワラなどや林業者が行う伐採した枝木の焼却など 
 
◇野外焼却の際には次のことに注意してください。 

 ・空気が乾燥している時や、風の強い日は避ける。 

 ・焼却しているときは、その場を離れない。 

 ・消火の準備（水バケツ・消火器等）をする。 

※野外焼却する前に必ず消防署へ連絡してください。 
  
伊万里・有田消防組合 伊万里消防署 北分署 ☎２７－２１１９ 
 
 

『うしとざん』 

高畠那生／作               童心社    えほん 

『リンゴちゃんのいえで』 

角野栄子／作 長崎訓子／絵      ポプラ社  小１，２年 

『カメくんとイモリくん 小雨ぼっこ』 

いけだけい／作 高畠純／絵       偕成社  小３，４年 

『シロクマといっしょにお引っ越し！？』 

マリア・ファラー／作 ダニエル・リエリー／絵      

杉本詠美／訳            あかね書房  小５，６年 

『サード・プレイス』 

ささき あり/著          フレーベル館   中学生 


